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・円滑な廃炉 
 
 

・再稼働 
・安全性向上 
・原子力防災制度の充実 
・原賠制度の見直し 

高レベル放射性 

廃棄物 

ＮＵＭＯ 
（原子力発電環境整備機構） 

各電力会社 日本原燃(株) 

核燃料 

MOX 
燃料 

ウラン・ 

プルトニウム
混合物 

廃液 ガラス
固化体 

円滑な廃炉、再稼働 

・使用済燃料の 
貯蔵対策の強化 

・再処理の体制 
（国の関与強化） 

・最終処分地の選定 

中間貯蔵 再処理 最終処分 

電力会社が共同出資する株式会社 電力会社が資金拠出する認可法人 

高速炉 
・将来のサイクル 
・研究段階 
・もんじゅ（敦賀市） 

一部の炉で 

プルサーマル 
（軽水炉でMOX燃料を利用） 
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バックエンド 

・廃炉・汚染水対策 ・避難指示から復興へ 

福島の復興 

原子力政策に関する今後の課題 1 



使用済燃料の再処理体制の見直し（改正法案のポイント） 

○今後、電力システム改革による競争の進展や原発依存度の低減といった環境変化が生ずる。 

○こうした新たな事業環境の下においても、エネルギー基本計画で定められた方針に従い、使用済
燃料の再処理等が滞ることのないよう、以下の３点の課題に対応する必要がある。 

 １．必要な資金を安定的に確保【資金面】 

 ２．将来に渡り事業を完遂するための持続的な主体を確保【主体面】 

 ３．着実かつ効率的に事業を行う仕組みを構築【体制面】 

○ 原子力事業者は、事業主体となる共同子会社（日本原燃（株））を設立し、使用済燃料の再処理等事業を共同
実施してきた。 

○ そのために必要となる資金は、原子力事業者が、自ら外部に積み立てて確保。 

これまでの事業実施体制 

新たな事業環境 

電力システム改革等に伴う事業環境の変化 

対応策１：拠出金制度の創設【資金面】 

対応策２：再処理等事業を着実に行う体制を構築するための認可法人制度の創設【主体面】 

対応策３：適正なガバナンスの構築【体制面】 

新たな事業環境に対応するための制度措置 

３つの対応策 

２ 



１-１．積立金制度を廃止し拠出金制度を構築 

○使用済燃料の再処理等事業に必要な資金を引き続き安定的に確保するため、以下の措置を講ずる。 

 発生者責任の原則に基づいて、使用済燃料の発生量に応じて再処理等事業に必要な資金は原子
力事業者が負担するが、積立金制度を改め、新たに設立する法人に拠出する仕組みとする。 

 拠出金が支払われた場合、当該拠出金に係る使用済燃料の再処理等事業を新法人が進める。 

＜新たな制度＞ 

○  発電時に、事業者が資金を積み立て。資金は各事業者に
帰属する。 

○  仮に事業者が破たんした場合、積立金は他の債権に劣後。 

○ 発電時に、事業者が新法人に対して資金を拠出する制度。
資金は新法人に帰属する。 

○ 新法人に資金を拠出することで、必要な資金を確保。 

日本原燃 

資金管理法人 
（原環センター） 

各原子力事業者 

積立  

取戻※H26年度末時点の取戻総額約2.7兆円 

費用を支払 
（法律上、支払義務なし） 

新法人 

各原子力事業者 

再処理等 
費用を拠出 

（拠出を義務付け） 

日本原燃 

＜現行制度＞ 

資金の流れイメージ 

＜課題＞ 

○発電時に、事業者が資金を積み
立て。資金は各事業者に帰属。 

→仮に事業者が破綻した場合、確

実な費用の支払いが保証されな
いおそれ。 

３ 

※六ヶ所工場での事業に
要する費用の総額 
約12.6兆円 

※H26年度末時点の積立金
残高約2.4兆円 

３ 

＜対応策＞ 
○発電時に、事業者が新法人に
対して資金を拠出する制度。資
金は新法人に帰属する。 

→新法人に資金を拠出（払い切

り）することで、原子力事業者の
経営状態にかかわらず必要な
資金を安定的に確保。 

再処理等事業
の実施を委託 



１-２．拠出金制度の対象 

原子力発電所 

再処理工場 

MOX燃料加工工場 

貯蔵物管理 

低レ処分 地層処分 
（TRU廃棄物） 

地層処分 
（ガラス固化体） 

使用済燃料 

プルトニウム等 

※原子力事業者が最終
処分法に基づき必要
な資金を拠出 

※使用済燃料は、発電所  
内のプール等に貯蔵 

関連事業 

制度対象のイメージ 

発電 最終処分等 再処理等 

○使用済燃料の再処理等事業は、再処理工場での工程のみならず、その関連事業も適切に実施されなけれ
ば完結しない。 

○新たな事業環境の下においても、使用済燃料の再処理等が滞ることのないよう､必要な資金を将来にわた
り安定的に確保するため、全ての使用済燃料※について、関連事業（MOX燃料加工等）のための費用を含
め、発電時に原子力事業者に拠出させることとする。 

   ※現時点で具体的な再処理の計画を有しないものを含む。 

４ 

再処理事業 

制度（拠出対象）
全体のイメージ 

※MOX燃料加工を含めた再処理等の工程
全般について、拠出金の対象とする。 

MOX燃料 



○資金面での手当と合わせて、将来に渡り事業を完遂するための持続的な主体を確保する。具体的には
、経済産業省の審議会において、競争が進展した環境下においても使用済燃料の再処理等を滞りなく
実施するため、①民間を主体とし、②運営に国が必要な関与を行いつつ、③競争中立的に存在し続け、
再処理等事業を将来に渡り確実に実施するため、認可法人の設立が適切との議論がなされた。 

２．認可法人制度の創設・適切なガバナンスの構築 ５ 

事業実施の全体像のイメージ 

 
・事業工程、 

   事業費の精査 

原子力事業者 

日本原燃 

・拠出金単価や予算 
 等の申請・認可 

・実施計画 
   の策定・認可 

・役員・外部有識 
者等の人事認可 

・費用の支払い 

（出資、債務保証） 

資金関係 

事業実施関係 

人事関係 

国 
使用済燃料再処理機構（新設） 

運営委員会 
＜制度外＞ 
・技術面、経営面 
 での指導・助言 等 

拠出単価の 
    決定・通知、収納 

拠出金の 
    支払い 

・事業の委託 

使用済燃料の発生者 

現業の実施 


